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令和５年「不活動宗教法人の状況等に関する調査」結果について 
 
 

 

 

 

 

１．調査の概要 

（１）調査目的 

   不活動宗教法人の状況等を把握し、今後の対策の検討・推進に資するための基礎

資料を得ることを目的とする。 

（２）調査対象 

   文部科学大臣及び都道府県知事が所轄庁である宗教法人 

（３）調査基準日 

   令和５年１２月３１日現在 

（４）主な調査内容 

  ・不活動宗教法人数 

  ・不活動宗教法人数の増減（令和５年１月１日～１２月３１日）  

 

２．調査結果の概要 

  令和５年１２月３１日現在において、４，４３１法人が不活動宗教法人として確認

された。令和４年１２月３１日時点と比較して、１，１０２法人増加している。 

 

３．添付資料 

 〇 令和５年「不活動宗教法人の状況等に関する調査」結果（概要）【別添１】 

 〇 令和５年 不活動宗教法人数【別添２】 

  〇 令和５年 不活動宗教法人数の増減（令和 5 年 1 月 1 日～12月 31日）【別添３】 

 〇 宗務行政の適正な遂行について（通知）【参考１】 

 〇  不活動宗教法人対策推進事業【参考２】 

 

 
 

 文化庁では、文部科学大臣及び都道府県知事が所轄庁である宗教法人における不活

動宗教法人（宗教活動は行っていないが、法人格のみ存在していると推定される法

人）の状況等について調査を実施しています。 
令和５年調査について取りまとめましたので公表します。 
 

＜担当＞文化庁宗務課 

 課長   山田 泰造 

課長補佐 中島 充伸 

電 話: 03－5253－4111(代表)（内線 2852） 



　所轄庁

4 4 4 4 16

3,469 3,394 3,344 3,325 4,415

3,473 3,398 3,348 3,329 4,431

△ 55 △ 75 △ 50 △ 19 1,102

36 55 34 45 1,216

91 130 84 64 114

（参考）過去５年間の推移

年　
令和元年末 令和2年末 令和3年末 令和4年末 令和5年末

文部科学大臣（Ａ）

計（Ａ＋Ｂ）

対前年減少数（Ｄ）

都道府県知事（Ｂ）

対前年増減（Ｃ－Ｄ）

対前年増加数（Ｃ）

１．不活動宗教法人数（令和５年１２月３１日現在）

別添１

令和５年「不活動宗教法人の状況等に関する調査」結果（概要）

２．不活動宗教法人の対策数（令和５年１月１日～１２月３１日）

■ 「宗務行政の適正な遂行について（通知）」（参考１）において、新たに「不
活動宗教法人の判断に関する基準」を定めたことで、所轄庁における不活動宗教
法人の把握・整理が進んだことが、主な増加要因と考えられる。

■ 具体的には、当該基準では「所轄庁の督促にもかかわらず事務所備付け書類の
写しが、連続して提出されなかったときには、原則、当該法人は不活動宗教法人
と判断する」など、不活動宗教法人の判断基準が明確化されたことにより、所轄
庁における不活動宗教法人の把握・整理が進んだと考えられる。

■ なお今回の調査までに、当該基準による不活動宗教法人の把握・整理ができな
かった所轄庁もあることから、次年以降の調査においては、さらに不活動宗教法
人が増加することが想定される。

【増加要因】 新たな基準による把握・整理の開始

１１４法人

４，４３１法人 （対前年１，１０２法人増）

【法人種別内訳】
①包括宗教法人
7法人（0.2%）

②被包括宗教法人
3,954法（89.2%）

③単立宗教法人
470法人（10.6%）

内　訳 解散命令 任意解散 合併
その他
（※）

計

件　数 6 17 14 77 114

※「その他」には、活動再開、所轄庁における調査等により不活動宗教法人でなかったもの等が含まれる。

（参考）令和５年末の不活動宗教法人の対策数の内訳
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①包括宗教法人 ②被包括宗教法人 ③単立宗教法人
文部科学大臣（Ａ） 16 5 6 5
都道府県知事（Ｂ） 4,415 2 3,948 465

北海道 173 148 25
青森県 3 2 1
岩手県 44 39 5
宮城県 19 14 5
秋田県 26 22 4
山形県 57 52 5
福島県 63 46 17
茨城県 42 29 13
栃木県 44 1 40 3
群馬県 22 17 5
埼玉県 33 30 3
千葉県 178 162 16
東京都 97 77 20
神奈川県 34 29 5
新潟県 304 288 16
富山県 168 165 3
石川県 67 59 8
福井県 25 19 6
山梨県 104 100 4
長野県 175 169 6
岐阜県 319 285 34
静岡県 72 62 10
愛知県 109 94 15
三重県 36 29 7
滋賀県 15 14 1
京都府 81 74 7
大阪府 341 295 46
兵庫県 47 42 5
奈良県 71 65 6
和歌山県 38 37 1
鳥取県 7 6 1
島根県 105 93 12
岡山県 128 112 16
広島県 246 221 25
山口県 51 47 4
徳島県 109 108 1
香川県 79 67 12
愛媛県 134 117 17
高知県 104 97 7
福岡県 197 1 174 22
佐賀県 90 88 2
長崎県 78 66 12
熊本県 136 121 15
大分県 63 55 8
宮崎県 23 19 4
鹿児島県 58 53 5
沖縄県 0 0 0

4,431 7 3,954 470合計（Ａ＋Ｂ）

令和５年 不活動宗教法人数

総数
（①＋②＋③）

令和5年12月31日現在

所轄庁

別添２
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解散命令 任意解散 合併 その他（※）

文部科学大臣（Ａ） 16 4 12 1 1 13

都道府県知事（Ｂ） 4,415 3,325 1,090 113 5 17 14 77 1,203

北海道 173 124 49 6 1 5 55

青森県 3 3 0 0 0

岩手県 44 26 18 1 1 19

宮城県 19 19 0 0 0

秋田県 26 17 9 0 9

山形県 57 51 6 0 6

福島県 63 49 14 2 1 1 16

茨城県 42 42 0 0 0

栃木県 44 44 0 0 0

群馬県 22 22 0 0 0

埼玉県 33 33 0 0 0

千葉県 178 62 116 1 1 117

東京都 97 42 55 2 2 57

神奈川県 34 33 1 5 5 6

新潟県 304 180 124 10 2 8 134

富山県 168 129 39 4 4 43

石川県 67 66 1 1 1 2

福井県 25 25 0 0 0

山梨県 104 104 0 0 0

長野県 175 175 0 0 0

岐阜県 319 87 232 3 1 2 235

静岡県 72 83 △ 11 11 11 0

愛知県 109 110 △ 1 1 1 0

三重県 36 36 0 0 0

滋賀県 15 15 0 0 0

京都府 81 82 △ 1 1 1 0

大阪府 341 112 229 7 2 1 4 236

兵庫県 47 49 △ 2 3 1 2 1

奈良県 71 73 △ 2 2 2 0

和歌山県 38 39 △ 1 1 1 0

鳥取県 7 7 0 0 0

島根県 105 70 35 2 2 37

岡山県 128 129 △ 1 1 1 0

広島県 246 249 △ 3 3 3 0

山口県 51 51 0 0 0

徳島県 109 25 84 6 6 90

香川県 79 79 0 0 0

愛媛県 134 144 △ 10 17 2 15 7

高知県 104 105 △ 1 1 1 0

福岡県 197 178 19 10 3 7 29

佐賀県 90 86 4 1 1 5

長崎県 78 79 △ 1 1 1 0

熊本県 136 58 78 0 78

大分県 63 63 0 1 1 1

宮崎県 23 23 0 0 0

鹿児島県 58 46 12 8 8 20

沖縄県 0 1 △ 1 1 1 0

4,431 3,329 1,102 114 6 17 14 77 1,216

※「その他」には、活動再開、所轄庁における調査等により不活動宗教法人でなかったもの等が含まれる。

合計（Ａ＋Ｂ）

所轄庁
令和4年12
月末日時点

令和５年 不活動宗教法人数の増減（令和5年1月1日～12月31日）

増減
減少数 増加数内　訳

総数

令和5年12月31日現在

別添３
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４ 文 宗 務 ９ ０ 号 

令和５年３月３１日

各都道府県宗教法人事務担当課長 殿 

文化庁宗務課長

石  﨑  宏  明

宗務行政の適正な遂行について（通知） 

各都道府県の宗教法人関連事務の御担当部局（以下「各都道府県宗教法人事務担当課」と

いう。）におかれては、日頃より宗教法人に関する事務の適正な実施に努めていただいてお

り、改めて感謝申し上げます。 

今般、宗教法人法（昭和 26年法律第 126号）第 25条第４項に定められる事務所備付け書

類の提出の督促及び未提出時の過料手続の実施や、不活動宗教法人対策の徹底など、宗教法

人に関する事務の適正な遂行について、国会において議論がなされ、内閣総理大臣及び文部

科学大臣から、宗教法人法の確実な適用の必要性等に関する答弁がありました。 

このような状況を踏まえ、宗教法人法に基づく事務の適正な遂行に向けて、改めて、取組

を徹底する必要があると判断し、今般、文化庁において当該事務の遂行に当たり御留意いた

だきたい事項を整理しました。 

まず、宗教法人法第 25 条第４項により、宗教法人は、毎会計年度終了後４か月以内に、

当該法人の事務所に備え付けられた書類の写しを所轄庁に提出しなければならないことと

されております。

この事務所備付け書類の提出制度は、所轄庁において、宗教法人の管理運営に関する実態

の把握を継続的に可能にすることを目的として、平成７年の宗教法人法の改正に際して創設

された重要な仕組みであり、その趣旨を踏まえれば、現に活動している全ての宗教法人から、

必要な書類の提出が適切になされることが求められます。

このため、文化庁では、「宗教法人からの書類の写しの提出に関する留意事項について」

（平成 10 年３月３日付け 10 文宗第 12 号文化庁文化部宗務課長通知。以下「平成 10 年通

知」という。）を各都道府県宗教法人事務担当課宛てにお示しし、提出された事務所備付け

書類の確認や、当該書類の提出がない場合の督促及び過料の手続について、適正な対応を要

請しているところですが、各都道府県宗教法人事務担当課において、改めてその重要性を認

識いただくことが必要であると考えます。

参考１ 
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また、いわゆる不活動宗教法人については、これを放置した場合、第三者により法人格が

不正に取得され、脱税や営利目的の行為に悪用される等の問題につながるおそれがあること

から、各所轄庁の責務として、不活動宗教法人の実態を把握し、速やかに整理を進めること

が求められています。

令和３年末時点において、文部科学大臣及び都道府県知事が所轄庁である宗教法人のうち、

3,348 の法人が不活動宗教法人として確認されているところ、これらの法人について、それ

ぞれの状況に応じて、活動再開を促すことや、合併若しくは任意解散の手続を進めること、

所轄庁において裁判所に解散命令を請求することなどによって整理する必要があることは、

これまでも各都道府県宗教法人事務担当課に対する研修・会議等の場において周知してきた

とおりです。これに加えて、既に不活動宗教法人として確認されたもの以外の法人について

も、不活動の疑いが生じている場合は、宗教法人の自主性・主体性に配慮しつつも、その実

態を確実に把握し、整理等の対応を迅速に進めることが必要と考えられます。

この点、これまで、不活動宗教法人の判断に関する明示的な基準が存在しなかったことや、

整理の対象たるべき宗教法人の状況や意向を確認するにとどまり、整理に至らない例が多く

みられてきたこと等を顧みると、今後、一層円滑に不活動宗教法人の把握・整理を進めるた

めの基準等を示すことが、効果的な不活動宗教法人対策の推進に資するものと考えられます。 

このような趣旨にかんがみ、下記のとおり取組を進める上での留意点を整理しましたの

で、各都道府県宗教法人事務担当課におかれては、これらを踏まえて、宗教法人の義務であ

る事務所備付け書類の提出の徹底を図るため、その督促及び未提出時の過料手続を確実に実

施することや、不活動が疑われる宗教法人に対しては、その把握及び対応をこれまで以上に

迅速に行うこと等について、遺漏なく御対応いただくようお願いします。 

なお、本件通知の内容及び趣旨については、今後、各都道府県宗教法人事務担当課を対象

に文化庁が実施する研修会等の場において、改めて説明することを予定しているほか、文化

庁においては、文部科学大臣所轄宗教法人に対しても、この趣旨を周知することとしており、

当該周知内容については、別途各都道府県宗教法人事務担当課にお知らせします。 

また、本件通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項に基づく技

術的助言であることを申し添えます。 

記 

１．事務所備付け書類の提出の徹底について 

事務所備付け書類の提出に係る事務については、平成 10 年通知の内容を改めて確認する

とともに、特に以下の点に留意の上、宗教法人法の確実な適用にお取り組み願いたい。

（１）提出された事務所備付け書類の確認及び督促の確実な実施

・ 宗教法人法に定める事務所備付け書類の提出期限（毎会計年度終了後４か月以内）を
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徒過しても、当該書類の提出が確認できない場合は、当該法人及びその代表役員等に対

して督促状を確実に送付し、当該書類の提出を求めること。

・ この際、平成 10 年通知にあっては、事務所備付け書類の提出期限から督促状の送付

を行うまでの期間は、少なくとも２か月を置くこととされているが、当該２か月の期間

を経過した後は、実務上の合理性も考慮した上で、可能な限り速やかに督促を行うこと。 
また、当該２か月の期間において、実際上法人に連絡を試みるなどして書類の提出を

促すことは差し支えないこと（文化庁においては、当該期間に事務連絡の形式によって

法人に提出を促すこととしている。）。

・ 書類が未提出である法人及びその代表役員等に対して発出した督促状が不達となるな

ど、その所在地及び住所地における実在が明らかでなく、所轄庁の保有するその他の情

報（電話番号等）を活用してもなお連絡ができない場合には、２．に示すとおり、当該

法人を不活動宗教法人として取り扱うこと。

また、ある年において事務所備付け書類の提出がなく、過料事件通知書の対象となっ

た宗教法人から、その翌年においても期限までに提出がなかった場合は、上記に従って

督促を行い、なお提出がない場合は、２．に示すとおり、当該法人について不活動宗教

法人として取り扱うこと。ただし、当該法人から、事務所備付け書類を提出しないこと

に関する明確な理由・意思の表示があった場合は、不活動宗教法人と判断するのではな

く、事務所備付け書類の提出を怠ったものとして過料の手続を行い、それ以後の年度に

ついても、継続して書類の提出を促すこと。

・ なお、宗教法人から提出された事務所備付け書類については、当該法人において所轄

庁の変更がなされ、それらの書類の移管を行う必要が生じる可能性があることも念頭に、

各都道府県において定められる文書の取扱いに関する規程に基づき、適切に保管・管理

し、移管の必要が生じた場合には、変更後の所轄庁にすみやかに書類を引き継ぐこと（文

化庁においては、事務所備付け書類の保存期間は５年間としている。）。

（２）過料手続の確実な実施

・ 上記１．（１）に示すとおり、督促状を送付してもなお事務所備付け書類の提出がない

法人に対しては、宗教法人法第 88 条第５号の規定に基づき、当該法人の代表役員等に

ついての過料事件通知書を裁判所に対して送付すること（具体的な手順については平成

10 年通知及び「提出書類に関する留意事項について」（平成 11 年３月 30 日付け文宗務

第 24 号文化庁文化部宗務課長通知）を参照すること。）。 

・ この際、平成 10 年通知にあっては、法人に対する督促状の送付から裁判所に対する

過料事件通知書の送付までの期間は、少なくとも２か月を置くこととされているが、当

該２か月の期間を経過した後は、実務上の合理性も考慮した上で、可能な限り速やかに

過料の手続を進めること。

・ 事務所備付け書類の提出期限が到来してから、上に掲げたような督促の手続等を経て、
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最終的に当該法人について過料事件通知書を裁判所に対して送付する手続に着手する

までの期間は、最大でも１年間を目安とすること（この点、文化庁においては、たとえ

ば、７月末日に事務所備付け書類の提出期限が到来する法人に対しては、同年の１２月

中に督促を行い、翌年の３月中に過料の手続に着手するといったスケジュールにより手

続を実施しており、参考にされたいこと。）。

・ ２．に示すところによって不活動宗教法人と判断された法人については、過料の手続

を執るのではなく、解散命令の請求等を通じてその整理を図ること。ただし、不活動宗

教法人の整理の過程において、当該法人が不活動宗教法人に当たらない事情が明らかと

なった場合は、その時点で改めて過料の手続を行うこと。

２．不活動宗教法人の確実な把握及び整理の加速化について 

不活動宗教法人の把握及びその整理の事務が迅速に遂行されるよう、各都道府県宗教法人

事務担当課におかれては、以下に掲げる事項を踏まえて対策の徹底にお取り組み願いたい。 

（１）不活動宗教法人の確実な把握

・ 所轄する宗教法人について、別紙に示す「不活動宗教法人の判断に関する基準」に該

当するものがあるときは、これをただちに不活動宗教法人と判断し、必要に応じて活動

実態を確認した上で、すみやかに整理の手続を開始すること。この際、不活動宗教法人

であるおそれがある、又はその疑いがあるといった曖昧な位置づけをすることなく、基

準に当たるものは遺漏なく不活動宗教法人と判断すること。

・ 上記の基準の適用に当たっては、事務所備付け書類の提出や規則変更の認証申請等の

機会を有効に活用すること。

たとえば、提出された事務所備付け書類の確認に際しては、平成 10 年通知に示され

る確認事項を参照して、不活動宗教法人の判断に関する基準に該当する事実がないかに

ついて判断すること。

・ なお、規則変更の認証について審査する際には、「宗教法人法に係る都道府県の法定

受託事務に係る処理基準について」（平成 16 年２月 19 日付け 15 庁文第 340 号、文化

庁次長通知）を参照し、規則の変更に関与する代表役員等が正当に選任された者である

ことについて疑義がある場合には、当該選任の手続を調査すること。同様に、目的の変

更・主たる事務所の所在地の変更等の場合において、反社会的勢力が宗教法人に介入し

ている疑いがあるなど当該法人の同一性に疑義がある場合には、宗教活動や礼拝の施設

の現状、代表役員等の選任経過等について十分な調査を行うこと。この際、主たる事務

所の所在地の変更等により、所轄庁の変更を伴う場合においては、当該変更前後の所轄

庁の間において十分連携の上、事実関係を適切に確認すること。

（２）不活動宗教法人の整理の加速化

・ 今後、不活動宗教法人と判断したものについては、原則として、宗教法人法第 81 条
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第１項第２号後段から第４号までに掲げる宗教法人の解散命令事由のいずれかに該当

するかについて、事実関係を確認し、同事由のいずれかに該当すると認められた場合は、

速やかに当該法人の主たる事務所の所在地を管轄する裁判所に解散命令を請求するた

めの手続に着手すること。その際、事実関係の確認の過程において、当該法人が活動し

ている事実や、その連絡先が確認できたものは、不活動宗教法人と判断することなく、

当該法人から事務所備付け書類が提出されない場合は、提出の督促や過料の手続を実施

すること。

・ ただし、その過程において、宗教法人側から、当該法人の状況（宗教活動の終了又は

停止、境内建物の滅失、代表役員等の欠失）について申出及び説明があった場合や、他

の宗教法人との合併や任意解散に向けた準備を進めているなど、法人の個別の事情につ

いて所轄庁として了知した場合には、当該法人の動向を注視するとともに、必要に応じ

て相談・助言を行うとともに、当該法人を包括する宗教団体があるときは、当該包括宗

教団体との連携を促すなど適切に対応すること。その上で、法人の任意による整理が困

難と判断した場合は、解散命令を請求するための手続を行うこと。

・ このほか、不活動宗教法人と判断した法人の整理の手順については、今後、その詳細

を示す手引きを作成し、各都道府県宗教法人事務担当課宛て周知する予定であること。 

・ 文部科学大臣所轄宗教法人のうちの不活動宗教法人についても、文化庁において速や

かな整理を図ることとしており、これを確実に進めるため、具体的な整理計画の策定を

予定しているところ、各都道府県宗教法人事務担当課におかれても、所轄する宗教法人

の実情を踏まえて、計画的に整理を進めるよう留意いただきたいこと。

各都道府県における整理の状況等については、今後、文化庁への情報提供を依頼する

ことがあること。

３．各都道府県における事務の適正な遂行のための基盤整備について 

上記にお示ししたような事項に留意しつつ、今後、宗教法人法に基づく関連事務の一層の

適正化を図るためには、それらの事務に当たる体制の整備が必要であることから、各都道府

県宗教法人事務担当課におかれては、組織・定員等の担当部局とも積極的に御調整いただき、

必要な体制整備について配慮いただきたい。

また、不活動宗教法人の把握・整理等に係る財政面での支援として、文化庁においては、

これまでも「不活動宗教法人対策推進事業」を実施してきたところ、令和５年度から、全て

の都道府県において当該事業を活用いただけるよう、事業規模の充実を図ることとしている。

この詳細については別途周知を行うこととしているが、各都道府県宗教法人事務担当課にお

かれては、当該事業を活用しつつ取組を計画されたい。

【本件担当】

文化庁宗務課

電話：03-5253-4111 
E-mail：syuumu@mext.go.jp
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不活動宗教法人の判断に関する基準 

令和５年３月３１日 

文 化 庁 宗 務 課 

１．宗教法人の各所轄庁においては、宗教法人制度の信頼性を維持し、その適正な機能を確

保するためには、不活動宗教法人に対する徹底した対策が必要であることを十分に認識し、

自ら所轄する宗教法人について、以下のいずれかの事由に該当する場合には、当該法人を

ただちに不活動宗教法人と判断し、速やかにその整理に着手すること。 

① 宗教法人から、宗教法人法第 25条第４項に基づく事務所備付け書類の提出がなされな

かった場合において、所轄庁が当該法人に対して督促を行う過程で、郵送した督促状等

の書面が不達となるなど、法人の所在地及び当該法人の代表役員の住所地における実在

が明らかでないことが判明し、所轄庁の保有するその他の情報（電話番号等）を活用して

もなお連絡ができなかったとき 

② 事務所備付け書類の提出を怠ったことを理由として、過料事件通知書の送付の対象と

なった宗教法人から、翌年も連続して、所轄庁の督促にもかかわらず事務所備付け書類

が提出されなかったとき（ただし、当該法人から、事務所備付け書類を提出しないことに

関する明確な理由・意思の表示があった場合は、不活動宗教法人と判断するのではなく、

事務所備付け書類の提出を怠ったものとして過料の手続を行い、それ以後の年度につい

ても、継続して書類の提出を促す。） 

③ 宗教法人から提出された事務所備付け書類の確認、申請された規則の変更等の認証の

過程において、「宗教法人からの書類の写しの提出に関する留意事項について」（平成 10

年３月３日付け 10 文宗第 12 号）又は「宗教法人法に係る都道府県の法定受託事務に係

る処理基準について」（平成 16 年２月 19 日付け 15 庁文第 340 号）に基づき、事実関係

を調査すべき事情があり、調査の結果、当該宗教法人に宗教法人法第 81条第１項第２号

後段から第４号までに掲げる事由（以下「不活動による解散命令事由」という。）のいず

れかに該当するおそれがあると認められるとき 

④ 所轄庁において収集した宗教法人に関連する情報資料により、又は捜査機関及び税務

当局その他の関係機関からの情報提供等により、当該宗教法人に不活動による解散命令

事由のいずれかに該当するおそれがあると認められるとき 

⑤ 宗教法人から、宗教活動を停止する若しくは終了する旨の申出、境内建物が滅失し再

建の予定がない旨の申出、又は代表役員が死亡若しくは退任したことにより不在となり

代務者又は後任者を置く予定がない旨の申出等があった場合において、当該法人が自ら

合併・解散等を通じて法人を整理することが困難と認められるとき 

２．上記に基づき、不活動宗教法人と判断したものについては、速やかに当該法人について、

不活動による解散命令事由のいずれかに該当するかについて、事実関係を確認し、同事由

別紙 
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のいずれかに該当すると認められる場合には、当該法人の主たる事務所の所在地を管轄す

る地方裁判所に解散命令の請求を行うこと。その際、事実関係の確認の過程において、当

該法人が活動している事実や、その連絡先が確認できたものは、不活動宗教法人と判断す

ることなく、当該法人から事務所備付け書類が提出されない場合は、提出の督促や過料の

手続を実施すること。 

この手順の詳細については、文化庁宗務課において別途示す手引きを参照すること。
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1

不活動宗教法人対策推進事業

アウトプット（活動目標） 短期アウトカム（成果目標）

令和６年度予算額 297百万円
（新規）

現状・課題
宗教法人として設立されながら、宗教活動を停止している不活動宗教法人について、
これを放置した場合、第三者により法人格が不正に取得され、脱税や営利目的の行
為に悪用される等の問題につながるおそれがあることから、所轄庁として不活動宗教法
人の実態を把握し、速やかに整理を進めることが求められている。令和４年末時点にお
いて、都道府県が所轄庁である宗教法人のうち、3,325法人が不活動宗教法人とし
て確認されており、これらの法人について、それぞれの実情・状況に応じた対策を早急に
講じていく必要がある。

事業内容

■不活動宗教法人対策推進事業支援件数（52件） ■不活動宗教法人の整理・対策の加速、リスク低減
■不活動宗教法人数の減少の加速

■宗教法人制度の信頼回復
■宗務行政の適正な執行

担当：宗務課

不活動宗教法人の推移（都道府県所轄）

※減少しているものの10年間では横ばい

衆議院・予算委員会（令和５年２月１日）総理発言抜粋
・・・まず本来徴収すべき書類の徴収を徹底しないことによって、不活動宗教法人を放置することにつながり、
そして第三者によって法人格が不正に取得され脱税や営利行為等に悪用される、こうした可能性が広がる
というようなことは、まずあってはならないことだと思います。この実態把握の部分についても、これしっかりと徹
底しなければならないと思いますし、そしてその把握をした上でこの不活動宗教法人と認められたものについて
は合併、任意解散、あるいは解散命令請求によって速やかに整理が進められるべきものであると思いま
す･･･。･･･文化庁においては全力で取り組むよう、私の方からもしっかりと指示をしたいと思います。

【目的】
都道府県（所轄庁）等が実施する不活動宗教法人対策のために必要な経費
を支援することで、不活動宗教法人の整理・対策の加速化を図る。
【補助事業者】
都道府県、民間団体等
【補助率】
予算の範囲内において定額
【支援内容】
①不活動宗教法人に関する実態調査
不活動宗教法人の実態把握のための現地調査、情報収集

②不活動宗教法人対策のための方策策定
有識者で構成される対策会議（仮称）の設置・開催、対策策定

③対策実施（活動再開、吸収合併、任意解散、解散命令請求の実施）
④不活動宗教法人対策に関する情報発信・広報
⑤相談窓口の設置 等

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

3,728 3,690 3,643 3,578 3,539 3,524 3,469 3,394 3,344 3,325

不活動宗教法人対策の加速化等の要請

宗務行政の適正な遂行について（令和5年3月31日文化庁通知）（概要）
※各都道府県の宗教法人担当課宛てに以下の事項を要請。

（１）事務所備付け書類の提出の徹底について要請
（２）不活動宗教法人の確実な把握・整理の加速化を要請
・不活動宗教法人に当たるものを迅速に判断し、すみやかに整理を進める。
・不活動宗教法人として判断したものについて、宗教法人法に定める解散
命令事由に当たると認められた場合、解散命令請求の手続を進める。

長期アウトカム（成果目標）

参考２

※令和６年度交付決定状況（令和６年５月末現在）
北海道、宮城県、山形県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県、
京都府、大阪府、奈良県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 11
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